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機能強化加算施設基準届出に係る
「地域におけるかかりつけ医機能」の対応について

当院では、地域における「かかりつけ医機能」として、主に

以下について対応しております。

内容により適切な部署にて対応させて頂きます。お問い合せ

は、以下連絡先にお尋ね頂きますようお願い申し上げます。

主な対応事項について

ア 他医療機関及び処方されている医薬品の把握、必要な服薬管理

イ

必要に応じた「専門医師又は専門医療機関への紹介」

※ 当院は、医療機能情報提供制度を利用しております。
また、医療機能情報提供制度を利用して、かかりつけ医機能を有する
医療機関等の地域の医療機関を検索することができます

ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談

エ 保健・福祉サービスに関する相談

オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供

【連絡先】 電 話：０５５８－２５－２５２５（代表）

【対応時間】 時間内：8時30分～17時00分（平日）

土曜日：8時30分～12時30分

時間外：日曜日・祝日・土曜日12時30分以降

※「診療時間外の受診に係るご相談以外」につきましては、原則、時間外には

対応できない事項となります。

ご了承頂きますようお願い申し上げます。
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